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萩 財 第 １７５ 号 
平成２２年１０月１日 

 
議会事務局長 
部長・理事 
総合事務所長 
会計管理者       様 
消防長   
教育委員会事務局長 
行政委員会事務局長 
 

総 務 部 長 
 
 
 萩市予算規則第３条第２項の規定に定める命により、「平成２３年度予算編成方

針」を次のとおり通知する。 
 

平成２３年度予算編成方針 

 
１ 国の財政事情、地方財政対策等 
  去る８月３１日、各省庁による平成２３年度予算の概算要求が締め切られ、

一般会計の要求総額は平成２２年度予算を大幅に上回り９６兆７０００億円に

も達し、過去最大となると発表されました。 
  それに先立ち８月３０日付けで総務省が公表した「平成２３年度の地方財政

の課題」の中の「地方一般財源の総額の確保と地方財政の健全化等」において

は、「地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、実質

的に平成２２年度の水準を下回らないよう確保」と、地方に配慮が示されてい

ます。しかし、一方で「公務員人件費、第三セクター等、・・の改革を進め、財

政健全化を促進」との表現もあり、人件費も含めた更なる行政改革が求められ

ています。 
  また、６月２２日付けで閣議決定された「財政運営戦略」には、財政運営の

基本ルールとして５項目が定められ、その中のひとつに「財源確保ルール（ペ

イ アズ ユー ゴー（Ｐaｙ ａｓ ｙｏｕ ｇｏ）原則）」があります。これは歳

出増・歳入減を伴う施策の新たな導入・拡充を行なう際は、恒久的な歳出削減・

歳入確保措置により安定的な財源を確保するとするものです。 
このような方針の下で、菅改造内閣が組閣され、政権交代後、２回目となる

「戦後最も難しい」といわれる予算編成が本格化しています。 
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２ 萩市の財政事情等 
  菅改造内閣の発足に先立ち、９月１０日付けで新たな経済対策「新成長戦略

実現に向けた３段構えの経済対策」が閣議決定され、第１段階の国の経済危機

対応・地域活性化予備費９１８２億円の活用に続く第２段階では、景気・雇用

動向も踏まえた機動的・弾力的な対応として、補正予算の編成等が現実味を帯

びてきました。 
  これらにより国の平成２３年度予算編成の動向は益々予見し難いものとなっ

ていますが、萩市では政権交代直後の平成２２年度予算編成時と同様に、予算

要求段階では現行制度による予算見積りとし、国の平成２３年度予算の内容が

判明し次第、萩市の予算編成に反映させていく手法とします。 

 
  ９月議会で承認をいただいた平成２１年度決算は、一般会計では財政調整基

金等の財源不足に対する内部留保の取り崩しもなく、黒字決算となっています。 
  しかしこれは昨年度の各種経済対策や特別交付税の増額等が寄与したもので、

決して萩市の自主財源が増加したことによるものではありません。 
逆に平成２３年度の萩市の予算編成に影響を及ぼすものとして、現在調査中

の国勢調査があります。 
この調査結果による人口が平成２３年度の普通交付税の算定に用いられます

が、人口減少が予想される中、数億円単位の普通交付税の減少も推計されます。 
 
従って、平成２３年度予算の編成作業も、平成１９年度予算編成時から導入

している一般財源要求上限額の設定を行う予算編成手法で行います。 

財源見通しが立たない中で、予算要求段階から次年度の一般財源総額を推計

することは、歳入に見合った歳出予算規模とする為には、最も効果がある手法

です。 

このような考え方により別途通知する各部局ごとの充当可能一般財源上限額

は決して各部局の要求額を満たす額ではありませんが、配分された一般財源を

過去からの先例等で事業充当することなく、事業効果の検討や国と同様にペイ 
アズ ユー ゴー（Ｐａｙ ａｓ ｙｏｕ ｇｏ）視点の導入、そして事務事業等の

棚卸しを行った上で、精度の高い予算見積りをお願いします。 

  なお、今後、市の財政状況を取り巻く環境の変化によっては、サマーレビュ

ー結果の平成２３年度事業分についてもゼロベースでの見直しを行なうことも

あり得ますのでご留意下さい。 

 
また、予算は「歳出予算」のみではありません。 

近年の歳入予算見積りの中には、基礎数値を点検することなく、過去の要求

資料を利用しているようなものや、多額の「収入未済額」の課題もあります。 

従って、平成２３年度予算査定においては、昨年に引き続き全ての歳入の積

算根拠の説明と、いわゆる滞納額への対応状況の説明を求めます。確実で精度
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の高い歳入見積りをお願いします。 

 

併せて歳入予算で大きな割合を占める「地方債」は引き続き発行上限額を設

定する手法で萩市の体力に見合った地方債の発行に努めます。 

地方債発行額の抑制を行うことは、投資的事業に優先順位を設定する等の事

業選択が必要となりますが、義務的経費として将来に影響を及ぼす地方債の抑

制は、萩市の財政状況にとって欠くことのできないことです。 

地方債を財源とする場合は事前に財政課と協議の上、事業内容の更なる精査

を求めます。 

 
最後に、４ページに再調整を行った「今後の財政推計」を、６ページに「地

方交付税の推移」を記載しています。 

特に「地方交付税の推移」については、国勢調査結果による平成２３年度普

通交付税算定額の減少に併せて、予てから申し上げているとおり、平成２７年

度から開始される積算方法の変更により平成３１年度までの間は激変緩和によ

る算定額の漸減が続き、いよいよ新市としての算定となる平成３２年度には、

現在の普通交付税額に比しておおよそ５２億円もの減少が見込まれます。 

今後は、合併特例期間が終了して一般財源総額が減少を始めるまでの残り４

年間を有効に活用して、各部局においては、職員各位の創意と工夫により、こ

れまでの行政サービスを引き続き提供し続けることのできる財源構成、事務事

業内容に変更する努力が求められています。 

近い将来、確実に予想できる一般財源の大幅な減少に向けて、現在の行政サ

ービス水準を維持できるか否か、我々職員の力が試される時期が間近に迫って

います。 

 

 

以上の予算編成方針を念頭に置きながら、７ページの「３ 当初予算見積り

に当たっての考え方」以降の各事項に留意しつつ、合併後６年を迎える「萩市」

の基盤づくりに資する的確な予算見積りを行われますよう通知します。 
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①  今後の財政推計（普通会計） 

（単位：百万円）

類似団体
２０年度

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

市 税 7,394 5,700 5,619 6,046 6,084 5,810 5,640 5,472 5,301 5,180

地方交 付税 5,020 13,431 12,842 12,728 13,402 13,855 13,753 13,242 12,881 12,531

繰 入 金 530 101 55 1,836 211 308

市 債 1,805 4,085 2,670 2,387 1,594 2,528 4,312 3,020 3,927 4,582

そ の 他 6,833 10,153 9,864 8,492 8,647 10,982 11,122 8,614 8,969 7,921

歳 入 合 計 21,582 33,470 31,050 31,489 29,938 33,483 34,827 30,348 31,078 30,214

人 件 費 4,204 6,532 6,311 6,472 6,316 6,332 6,253 6,391 6,180 6,405

扶 助 費 2,961 3,391 3,263 3,249 3,443 3,586 4,203 4,245 4,288 4,330

公 債 費 2,887 5,305 5,102 5,282 5,218 5,122 4,864 4,941 5,013 5,001

投資的 経費 2,878 7,106 5,727 5,160 3,159 5,811 7,567 4,720 5,671 5,162

そ の 他 7,983 10,244 10,357 11,061 11,200 11,608 11,819 11,449 11,532 11,252

歳 出 合 計 20,913 32,578 30,760 31,224 29,336 32,459 34,706 31,746 32,684 32,150

669 892 290 265 602 1,024 121    1,398    1,606    1,936

   20    416    294 216 1,024 121    1,398    1,606    1,936

530 101 55 1,836 211 308 48 1,398 1,606 1,936

1,950 5,191 5,295 3,567 3,429 3,582 3,595 2,197 591    1,345

24,358 47,517 45,926 43,831 40,946 39,024 39,077 37,753 37,240 37,378

93.0 92.2 91.4 91.4 93.6 89.9

14.3 17.3 17.6 15.6 15.0 14.0

１７～２１年度は普通会計決算数値

地 方 債 残 高

実質公債費比率

　財政運営の適正化及び健全化を図るため、比較検討のひとつの指標として「類似団体」

がある。これは、客観的に把握できる「人口」と「産業構造」により設定され、近隣で

は浜田市や益田市が萩市と同じ類似団体に分類される。

　この類似団体における普通会計決算額は約２０９億円であり、萩市の２１年度決算額

と比較すると、約１１６億程度少ない額で財政運営を行なっていることが分かる。

区 分

歳
入

実質単年度収支

●収支不足に対する措置

基 金 残 高
（財調・減債）

経 常 収 支 比 率

基 金 繰 入 金
（普通会計決算額）

形 式 収 支
（歳入－歳出）

歳
出
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② 繰入金（普通会計決算）と基金残高（財政調整基金及び減債基金）の相関図 

      

 ２３年度以降は、国勢調査人口の減少により普通交付税の大幅な減少が見込ま

れるとともに、新清掃工場整備事業等の大型事業が本格化することから、基金を

毎年度取り崩して収支を合わせなければならない状態が見込まれる。（１９年度の

繰入金中、約１４億円は地方債繰上償還による。） 

 

③  市税の推移 

     

２１年度以降は人口減少も伴い減少の一途を辿る見込となっている。 
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④  地方交付税の推移 

      

 合併特例法による合併算定替で措置されていた普通交付税が、２７年度より５

か年かけて段階的に減額される。この間、国勢調査人口の減少等の影響もあり、

２２年度と比較して総額で５２億円程度の減少となる見込みである。 

 

⑤  地方債の推移 

    

 ２４年度以降に大型建設事業が予定され、地方債発行額の増加が見込まれる。

地方債発行の抑制による将来公債費の縮減が喫緊の課題である。（地方債残高（Ａ）

は、今後の地方債残高見込み、（Ｂ）は建設事業等に係る地方債発行を１９億円程

度に抑制した場合の地方債残高の推移） 

 

２５億円ある合併特例措
置が２７年度から５か年
度で減額（グラフは人口
減等の要因を含む）  

52 

億  

円  

減  

少  
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３ 当初予算見積りに当たっての考え方 

（１）当初予算 

   ２３年度当初予算は、通年予算として編成する。原則、年度途中の予算補

正は、当初予算成立後の制度改正や災害対策など、特別の理由がある場合を

除き、行わないので十分な見積りを行うこと。 
 

（２）予算の一般財源要求上限額の設定 

   歳出予算を以下の４つの経費に分類し、上限額を設定する。経常的経費に

ついては、一般財源要求上限額を別途各部長宛に通知する。 

    ① 義務的経費 

要求上限額⇒必要額を積算し要求すること。 

② 臨時的経費 

要求上限額⇒サマーレビュー（施設維持補修費）の対象事業につい

ては、原則、サマーレビュー調書提出後に生じた事由により必要とな

った場合を除き、部長連絡会議で通知しているサマーレビュー結果通

知額を予算要求上限額とする。 
ただし、より精査した積算により要求額の削減に努めること。 
また、サマーレビュー（施設維持補修費）対象外の事業については、

必要額を積算し要求すること。 

③ 政策的経費 

 要求上限額⇒サマーレビュー（政策的経費等評価）対象事業について

は、部長連絡会議で通知しているサマーレビュー結果通知額を要求上限

額とする。 

ただし、より精査した積算により要求額の削減に努めること。 

④ 経常的経費 

 要求上限額⇒別途通知する予算要求の上限額による。部局ごとの要

求上限額の積算に当たっては、２２年度と同程度に設定している。 

 

限られた財源の有効・効率的使用の見地から「経常的経費」について、部

局ごとに一般財源の要求上限額を設定しているので、これを超える予算要求

書は、原則、受け取らない。 

各部局は、自らの判断によりスクラップ アンド ビルドの徹底、不要不急

な事業の廃止、維持管理経費の節減等思い切った歳出の削減を図ること。 
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≪ 予算における一般財源のイメージ図 ≫ 

 

 一般財源総額（市税・譲与税・交付税・繰入金等）  （Ａ）  

 

事業種別 

義務的経費 

（Ｂ）

臨時的経費 

（Ｃ）

政策的経費 

（Ｄ）

経常的経費 

（Ｅ）

                          （Ｅ）＝Ａ－（Ｂ～Ｄ）

経常的経費の一般財源要求の上限額 

（２２年度と同額を措置） 

○説明 

（Ａ）→市税・譲与税・交付税・繰入金等一般財源総額の見込額 

（Ｂ）→義務的に支出される次の経費 

人件費、公債費、扶助費（法律で義務付けられているものに限る） 

災害復旧費、予備費、繰出金（特別会計における上記、人件費～予

備費に係るもの） 

（Ｃ）→サマーレビュー（施設維持補修費）対象事業及び単年度限りの臨時 

的経費 

（Ｄ）→サマーレビュー（政策的経費等評価）対象事業等の政策的経費 

（Ｅ）→上記Ｂ～Ｄ以外の経費で、一般財源要求上限額設定対象経費 

    ※ Ｂ～Ｅは、全て一般財源ベースで算出 

 

○経常的経費一般財源要求上限額設定方法等 

☆上記Ｅの設定は、部局単位とする。 

☆部局ごとに通知する上限額は、２２年度当初予算の上記対象経費に係る一

般財源を基に財政課で積算した数値とする。 

 

（３）地方債発行額の抑制 

地方債は将来における一般財源（地方税、地方交付税等）を先取りすると

いう性格があり、将来の償還を考えれば「財源」とは言えない面もある。 

また、２４年度以降に大型の建設事業が本格化することが予定されており、

このことに伴う起債の大幅な増加が見込まれている。義務的経費である公債

費負担の増大が財政構造硬直化の要因となることから、発行上限額を設定す

る。 

   これにより、当該年度において新たに起債する額は１９億円（臨時財政対

策債を除く。）程度を目標とする。 
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（４）総合事務所管内における事業の予算見積り 

総合事務所管内における事業の予算見積りは、必ず各総合事務所長のもと

で、当該地域の２３年度予算見積り事業を調整の上、所管する本庁各課と調

整し、本庁各課において予算要求書に計上して要求するものとする。従って、

本庁各所管課は各総合事務所関係課への予算見積りの提出期限等の設定にあ

たっては、検討期間に配慮すること。 

また、８ページの臨時的経費（Ｃ）、政策的経費（Ｄ）については、総合事

務所別優先事業順位一覧表（様式１１）を作成し、事業を所管する本庁各課

の課長に提出するものとする。提出を受けた本庁各課は、単に総合事務所か

らの見積額を積み上げるだけではなく、部局単位で７地域の事業の優先順位、

当該事務事業の必要性等を全市的に判断の上、取捨選択して計上するものと

する。 

総合事務所においては、本庁所管課に提出した総合事務所別優先事業順位

一覧表（様式１１）を財政課にも予算要求期限日までに、７部提出するもの

とする。 

 

（５）後年度負担の把握等 

   後年度負担は義務的経費として萩市財政に多大な影響を与えることとなる。

従って、安易に後年度負担をもたらすことのないよう十分検討を行うこと。 

   また、新たな事業や施設整備については、計画段階から、その執行体制及

び管理運営のあり方について方針を定めること。 

   更に事業実施に当たっては、後年度負担の軽減を図るため、最も有利な財

源を活用することとし、その事業化を図ること。 

   なお、外郭団体等の債務は、常にその状況を把握し、後年度、多大な財政

負担をもたらすことのないよう留意すること。 

   施設整備については、維持管理費を試算し、歳出予算要求書の事業説明欄

に記入すること。なお、財政課長査定時にその試算根拠の説明を求める。 

 

（６）萩市将来展望、萩市行政改革大綱及び新市建設計画との整合 

   「萩市将来展望」、「萩市行政改革大綱」及び「新市建設計画」の内容との

整合に努め、それらに沿った要求内容とすること。 

    

（７）公用車の購入費の予算計上 

１９年度から車両の集中管理を実施していることから、車両の更新は基本

的に本庁の共用車において対応する。 

また、総合事務所においても本庁の方式に準じて車両の共用化を図ること。 

公用車購入費については、財産管理の趣旨から財政課管財係で事前審査を

行ったのち、特別会計及び補助事業については従前のとおりの各予算費目に

より予算要求を行い、市の単独事業により一般会計で購入する場合は、財政
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課管財係において財産管理費により予算要求を行うこととする。 

 

（８）商工課所管の雇用対策事業の予算要求について 

２２年度において、国の「経済危機対応・地域活性化予備費」の使用より

雇用対策事業に係る補助金の積み増しが予定されている。 

２２年度中に事業計画を策定したものに限り、市の２３年度当初予算によ

る事業実施が可能であることから、９月２９日付の商工課からの通知に基づ

き事業計画を検討・作成し、計画を採択するとした事業について予算要求を

行うこと。 

また、国は「雇用」を経済対策の基本的視点のひとつとしており、補正予

算による更なる積み増しの可能性もあることから、今後の通知に留意しつつ、

制度の活用を検討すること。 

なお、２１年度からの継続事業分を含め、予算要求書右上の「事業説明」

欄及び予算要求書に添付する「事業別予算要求一覧表」の「雇用対策」欄に、

【ふるさと雇用再生特別事業】、【緊急雇用創出事業】、【重点分野雇用創出事

業（２２年度予備費分）】、【地域人材育成事業（２２年度予備費分）】の別を

記載すると共に、事前に商工課の内容確認を受けてから提出すること。 

社会保険料等については、総務課人事係に確認の上、予算要求を行うこと。 

 

４ 個別的事項 

（１）歳入に関する事項 

過去の実績及び客観的な資料に基づき、過大な見積りにならないように、

的確な見込額を計上すること。また、計上漏れには注意すること。 

  ① 市税 

○ 新たな税制改正の状況を注視し、的確に見積ること。 

○ 一般財源が減少する中、これを確保するためにも市税等の収納率の向

上に努めること。 

② 使用料及び手数料、分担金及び負担金 

    受益者負担の公平、適正化の観点から、既定分の見直しを含め、実態に

即した適正な料金設定、受益者負担の適正化等を行うこと。また、それぞ

れ収納率の向上に努めること。 

    また、歳入欠陥とならないように適切に見積ること。 

③ 国・県支出金 

    国・県支出金の廃止・縮減、交付金化、一般財源化の動向に十分留意し、

予算編成に支障が生じることのないように、適切に見積ること。 

④ 財産収入 

    次に掲げる事項に留意して総点検を行い、収入の確保を図ること。 

○ 利活用が困難な土地・建物、廃道敷等の遊休財産及び不用物品につい

ては、適正な価格による処分を積極的に推進すること。 
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○ 市有財産の貸付けは、物価水準の変動等を勘案し、全面的な見直しを

行い、適切な改定や無償貸付の有償化などにより、適正な収入の確保を

図ること。 

○ 保有する土地・建物のうち、有効利用されていないものや保有する必

要性のないものについて、今後の利用の可能性を考慮に入れながら、適

正な価格により積極的に売却を進めること。処分等に一定の期間を要す

る土地は、暫定的な貸付など、有効活用を図り、維持管理費等の負担の

軽減を図ること。 

⑤ 市債 

財源に市債を予定する場合は、必ず財政課部局担当者の指示により、市

債額等を計上すること。 

⑥ その他の収入 

    萩市公式ホームページ及び庁内ＬＡＮ掲載の「各種助成制度一覧表」（市

民活動推進課所管）の財団法人や民間企業等の助成制度やその他各種助成

制度を積極的に活用するなど、その確保に努めること。 

    自動販売機については、平成２３年度より本格的に競争行為を導入し、

収入の確保につとめること。 

  

（２）歳出に関する事項 

積算や見積り間違い、予算要求漏れ等が多発している。制度改正や災害対

策などの理由によるもの以外は、予算不足のための予算補正はできないので、

精度の高い予算要求を行うこと。 
また、予算流用は予算現額に変更を加えるものであり、予算補正と何ら変

わるものではない。従って十分に精査の上、見積りを行い、年度途中での流

用を予定しないこと。 

新たな事業の新設、拡充等にあたっては、財源確保ルール「ペイ アズ ユ
ー ゴーの原則」に基づき増加する経費の財源を確保した上で予算要求するこ

と。また、「スクラップ アンド ビルドの原則」により所管事業全体の再構築

を行うこと。 
なお、予算査定の過程において予算計上とならなかったものを、年度開始

後、予算流用等によって実施することはあり得ない。十分に留意すること。 

① 人件費 

    人件費のうち職員に関するものは総務部総務課で一括計上するので、予

算要求の段階では計上しないこと。ただし、補助事業において、事業費支

弁人件費が認められる場合については、総務課と協議のうえ限度額まで見

積ること。 

報酬については、審議会、協議会の開催回数等を精査のうえ、実績に基

づき要求すること。 

② 物件費等 
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    物件費については、徹底した事務事業の見直しを行い、経費の削減に努

めること。また次の事項についても留意して見積ること。 

ア 賃金 

臨時職員については、合併により職員数が過大となっている状況であ

るため、一般事務補助に係る臨時職員については原則認めない。 

イ 旅費 

各種団体の総会、研修会等への出席については原則１名とし、現在の

業務、また将来の業務に真に必要であるか十分検討のうえ、必要最小限

の経費を見積ること。 

また、職員の資質向上に資する研修旅費については、必要額を適切に

見込むこと。 

なお、県内出張の宿泊は認めない。また宿泊を伴うものについては、

旅費調書（様式７）を提出のこと。 

ウ 需用費 

○ 消耗品費のうちタイヤ購入費ついては、田万川・須佐地域を除き単

価を定めているので、１７～１９ページの「２３年度単価表」に記載

がある仕様は、タイヤサイズ等の仕様を「積算」欄に記載するととも

に、単価表の金額により見積ること。 

   なお、須佐・田万川地域については、購入単価が異なるため、適宜、

見積ること。 

○ 食糧費については、「食糧費の予算執行基準（通知）」（１７年６月１

３日付け萩財第９８号 総務部長通知並びに本通知 １７ページ）に基

づき見積ること。 

    ○ 燃料費については、省エネルギーや環境保全の観点から一層の使用

量削減に努めること。また、Ｒガソリン、軽油、Ａ重油については、

１７ページの「２３年度単価表」に定める単価により見積ること。 

      なお、事業ごとに月別比較調書（様式８）を提出すること。 

     ○ 印刷製本費については、可能な限り庁内印刷を心がけること。 

     ○ 光熱水費については、燃料費に準じ、省エネルギー対策等に十分留

意のうえ見積ること。なお、事業ごとに、月別比較調書（様式８）又

は期別比較調書（様式９）を提出すること。 

○ 修繕料については、公用車の車体検査費用を計上する場合、その対

象公用車のナンバーを「積算」欄に記載すること。 

  なお、車体検査期限の認識違いが多発しており、再度車体検査日を

確認し、予算要求漏れに留意すること、 

    ○ 需用費全般については、単価等現行のものを基本とし、過去の実績

等十分精査のうえ、削減に努めること。 

エ 役務費 

一般会計における本庁の通信運搬費で郵便料金と電話料金（補助事業
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に係るものを除く）は、総務部総務課において一括計上する。総合事務

所に係るものは、総合事務所地域振興部門において一括計上すること。 

なお、例年と比較し大幅な増減がある場合は総務課行政係又は総合事

務所地域振興部門へ連絡すること。 

また、電話料金については、事業ごとに月別比較調書（様式８）を提

出すること。（固定電話と携帯電話は別葉とすること。） 

オ 委託料 

     委託業務の内容、必要性、効果、採算性等を再検討し、職員数が合併

により過大となっている状況であるため、職員の対応で処理可能なもの

は、委託を廃止、削減すること。特に所有権移転登記業務については、

職員対応とする。 

     委託料については委託事業ごとに委託料調書（様式６）を提出するこ

と。なお、委託料調書は施設清掃・管理、水質検査、電気保安業務等毎

年経常的に予算計上を行っているもののみ作成のこと。建設事業に係る

ものは不要であるが、業務委託の必要性を精査すること。 

カ 使用料及び賃借料 

     下水道使用料については、事業ごとに期別比較調書（様式９）を提出

すること。 

  ③ 維持補修費 

維持補修費については、長期的な修繕計画を作成し、２３年度で対応す

べき各施設の延命化並びに適正な維持管理に要する経費を的確に見積り、

不要不急なものを除き、その必要額について予算要求を行うこと。 

④  投資的経費 

ア 普通建設事業は、今後の大型建設事業や公債費の動向を踏まえ、投資

水準の抑制を図る必要があるので事業の厳選を行うこと。特に地方債の

みを財源とする事業については、十分その効果を検討すること。 

イ 毎年度繰越明許費を計上する所属や事業が見受けられる。もとより繰

越明許費は地方自治法に定められた制度ではあるが、特に辺地対策事業

債、過疎対策事業債及び合併特例債を財源の一部とした場合には、繰越

事業とすることにより、当該地方債の償還（利子分の地方交付税算入の

有無）を通して多額の損失を萩市に及ぼすこととなる。 

     このことを重く認識し、年度内完了が確実にできる事業計画を立案し、

単年度で完了可能な事業量分のみについて予算要求を行うこと。 

また、地域経済に対する影響から、早期発注できるように、適切な事

業量の予算要求を行うこと。 

   ウ 公有財産購入費 

     購入予定面積及び単価を「積算」欄に記入すること。また、購入単価

の設定根拠を併せて記入すること。 

 エ 補助事務費 
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   補助事務費が認められる事業については、必要以上に上限額まで要求

しないこと。（ただし、必要とする補助事務費のうち事業費支弁人件費に

ついては、人件費率の上限まで要求すること。） 

⑤  負担金補助及び交付金 

団体育成支援や産業振興など、対象者の自立・発展を支援するための施

策は、恒常的な支援が必要とならないよう、支援対象や負担割合、支援期

間等の仕組みを検討し、自立・支援に向けた計画やプロセスを明確にする

こと。特に補助金にあっては、スクラップ アンド ビルドやサンセット方

式を導入すること。 

各種関係団体補助金については、必ず各課において事前に査定を行った

うえで計上し、補助金調書（様式５）を提出すること。 

また、負担と公平の観点から個人に対する金銭助成等補助金については、

市税の納付状況や所得制限等を勘案することを検討する時期に来ている。

所管課においては、予算要求時までに各制限の実施の可能性について検討

すること。 

各種協議会負担金等（法令外負担金）については、合併により単純に合

併前の旧７市町村の負担金額を合算したものは認めない。新市における負

担のあり方を検討し、また常にその削減に努めること。 

県事業負担金については事業内容を十分に確認し、その内容を記載する

こと。また、事務費についてはその内容を示すものを入手し添付すること。 

併せて、負担金調書（様式４）を提出すること。     

⑥ その他 

７地域で類似の物品を要求する場合、本庁所管課において同時に、同レ

ベルの物品を購入することを前提とした単価で要求すること。 

 

（３）その他の事項 

① 債務負担行為の設定は必要不可欠なものに限ることとし、２３年度当初

予算要求書提出時に歳入歳出予算要求書に併せて、債務負担行為の予算要

求書（様式２）を提出すること。（２０ページの当初予算要求書提出一覧表

により、提出区分のＣ・Ｄについては債務負担行為調書（様式３）を含む。）  

また、債務負担行為の設定は予算措置であり、当然、査定対象であるの

で、債務負担行為予算の要求がないものについては、債務負担行為設定を

行わないので、留意すること。 

② 特別会計及び企業会計の見積りは、一般会計に準じて行うこと。 

特別会計は本来、その会計の収入をもって、歳出を賄うべきであるので、

今後、各特別会計への一般会計からの繰出しを繰出基準等による額とする

ことも検討の必要があり、各会計独自で収支の均衡を図ること。 

③   要求にあたり、関係部局間で十分に調整を行い、重複要求等がないよう   

留意すること。 
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５ 予算編成日程 

（１）予算編成方針の通知     ２２年１０月 １日（金） 

（２）庁内連絡会議        ２２年１０月 ４日（月）１０時～ 

※市長訓示ほか。予算編成方針、予算要求書作成要領等の説明。（総務課よ

り通知済み。） 

（３）予算編成方針実務責任者説明 ２２年１０月 ４日（月）１３時３０分～ 

（４）予算要求書事前確認日    ２２年１１月１２日（金）午前中までの間 

１６ページ「９ 予算要求に関する問い合わせ先」に記載の財政課部局担

当者に、部局単位で要求上限額、市債の記載状況、添付資料等の予算要求

書印刷原稿の確認を受けた後に必要部数を印刷し、提出のこと。 

（５）予算要求書提出期限     ２２年１１月１６日（火）午前中 

   上記の提出期限後は、「財務会計システム」が予算要求段階から予算査定段

階に移行し、入力作業ができなくなるので、提出期限を厳守すること。 

（６）総合事務所優先順位     ２２年１１月１６日（火）午前中 

   一覧表提出期限 

（７）財政課長査定        ２２年１１月１９日～１２月中旬 

（８）経常的経費査定       ２２年１１月下旬～１２月下旬 

   ※議会対応等のため上記（７）の財政課長査定期間中に財政課長査定を実

施しない日については、この日程によらず、随時、財政課の各部局担当

者による経常査定を実施する場合があること。 

（９）財政課長査定結果の通知   ２２年１２月下旬 

（10）市長・副市長査定      ２３年１月初旬～１月中旬 

（11）最終査定結果の通知     ２３年１月下旬 

 

６ 財政課長ヒアリング 

所属ごとのヒアリングにあたり、冒頭、次の事項の説明を求めます。 

（１）全ての歳入の積算根拠説明（過去の決算状況及び決算見込みを含む） 

（２）滞納への対策説明（２１年度決算で収入未済があるもの） 

 

７ 作成要領 

（１）予算要求書はＢ４版で提出し、各ページには通し番号を付すること。財務

会計システムの出力順によらず、「表紙」、「事業別予算要求一覧表」、「歳入予

算要求書」、歳出予算要求書の「義務的経費」、「臨時的経費」、「政策的経費」、

「経常的経費」、「債務負担行為」、「債務負担行為調書」、「説明資料」、「各種

調書」の順によること。なお、要求書には必ず表紙を付け、ホッチキスを使

わずに、クリップ等を使用すること。 

（２）「課」ごとの要求事業一覧として「事業別予算要求一覧表」（様式１）を作

成し、表紙の次のページに挿入すること。この表中に記載する臨時的・政策

的な事業については、各所属単位で事業ごとの優先順位を記入すること。 
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なお、部局ごとにおける要求上限額（一般財源）の確認のため、各部の総

務管理係所管課において、「要求上限額確認表」（様式１０）を作成の上、別

冊にて提出すること。 

（３）関係法令、通達、要綱、図面等の参考資料をＢ４版で要求書に添付するこ

と。 

（４）積算単価 

   予算要求書の積算は、原則として別に定める「２３年度単価表」（１７～  

１９ページ）によること。 

   定めのないものは、適正な価格により積算し、見積書、その他根拠となる

資料など必要な資料を用意すること。 

 

８ 予算要求書提出期限及び提出部数 

  提出期限は１５ページ５の（５）及び（６）に記載のとおり。 

  予算要求書提出部数は１５部、総合事務所別優先事業順位一覧表（様式１１）

提出部数は７部（総合事務所別優先事業順位一覧表については、書類提出に加

えエクセルファイルでメールにより財務係中島まで提出すること。） 

また、提出物は市長査定時追加資料を含め全てＢ４版に統一のこと。厳守の

こと。 

  なお、各種予算要求関係調書等の様式は庁内ＬＡＮシステムの「財政課キャ

ビネット」よりダウンロードして使用すること。 

 

９ 予算見積りに関する問い合わせ先 

予算見積りに関しての問い合わせ先は次のとおりです。 

○議会事務局、総務部、土木建築部 ・・・・・・・・長 嶋（内線４４２） 

○文化・スポーツ振興部、農林水産部、会計課、 

行政委員会（農委、監査、公平、選管） ・・・・・・・大久保（内線４３７） 

○商工観光部、上下水道部、消防本部・・・・・・・・藤 村（内線２１６） 

○市民部、保健福祉部 ・・・・・・・・・・・・・・中 島（内線２１６） 

○総合政策部、歴史まちづくり部、教育委員会 ・・・國 弘（内線４３７） 

○市民部、保健福祉部所管の特別会計 ・・・・・・・肌 野（内線４８７） 

 

10 経常的経費の査定担当者 

○議会事務局、総合政策部、商工観光部、 

上下水道部、消防本部 ・・・・・・・・・・・・・・・・肌 野、藤 村 

○総務部、市民部、保健福祉部、土木建築部 ・・・・・・・中 島、長 嶋 

○文化・スポーツ振興部、農林水産部、 

歴史まちづくり部、教育委員会、会計課、 

行政委員会（農委、監査、公平、選管）・・・・・・・・・大久保、國 弘 

 



 １７

２３ 年 度  単 価 表 

 

○賃金 

 庁内ＬＡＮシステムに掲載の「臨時職員雇用マニュアル」（総務部総務課人事係

所管）の賃金単価、通勤手当、一時金等」を基本とする。（庁内ＬＡＮシステムの

文書管理⇒各課キャビネット⇒総務課⇒人事係⇒臨時職員⇒【Ｈ２２ .４改訂】臨時

職員雇用マニュアル参照） 

 

○燃料費 

 
レギュラーガソリン 軽 油 Ａ重油 

２２年９月末 

現 在 単 価 
１２９円/㍑ １１１円/㍑ ７３円/㍑ 

※ 消費税相当額は別途加算 

 

○食糧費 

 

○タイヤ購入費（田万川・須佐地域を除く） 

種別 用途 種類 サイズ 
23 年度予算

要求額単価 

普通 特種 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 185／80R15・105／101LT 8,300 円

普通 特種 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 215／70R16 9,500 円

普通 特種 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 185/65Ｒ14 7,200 円

普通 特種 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 215/65 Ｒ15 7,600 円

普通 特種 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 185/80/Ｒ15 103/101ＬＬＴ 8,700 円

普通 特種 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 7.00R-16 12PR 11,600 円

普通 特種 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 195/85R16・114/112L 15,200 円

普通 特種 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 205/70/Ｒ17.5 115/113ＬＬＴ 17,300 円

普通 特種 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 195/75R15・109/107L 14,700 円

用 務 ・ 目 的 等 １名当たりの限度額（税込み） 

昼 

懇談会等（会食）       ３,０００円 

会議等での弁当       １,０００円 

夜 

懇談会等（会食）       ５,０００円 

会議等での弁当       １,５００円 



 １８

種別 用途 種類 サイズ 
23 年度予算

要求額単価 

普通 特種 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 7.00R-16 12PR 16,500 円

普通 特種 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 205/85Ｒ16 17,900 円

普通 特種 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 205/70R１６ 111/109Ｌ 18,200 円

普通 特種 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 185/65Ｒ14 7,400 円

普通 特種 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 215/70Ｒ16 11,600 円

普通 特種 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 185/80/Ｒ15 103/101ＬＬＴ 13,900 円

普通 特種 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 195/85R16・114/112L 16,300 円

普通 乗用 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 205/70 R15 6,200 円

普通 乗用 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 205/60 R15 7,900 円

普通 乗用 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 195/80R15 107/105L 8,100 円

普通 乗用 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 215/70 R15 8,900 円

普通 乗用 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 205/70 R15 8,900 円

普通 乗用 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 195/80 R15 12,600 円

普通 乗合 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 6.50R16 10PRLT 10,000 円

普通 乗合 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 700R16 10PR LT 13,100 円

普通 乗合 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 215/70R 17.5 16,900 円

普通 乗合 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 700R16 10R 14,200 円

普通 乗合 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 650R16 10PR 14,700 円

普通 乗合 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 6.50R16 12PRLT 15,800 円

普通 貨物 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 165R13 6P 5,600 円

普通 貨物 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 155R13 LT 6PR 5,800 円

小型 特種 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 185／65R14 5,500 円

小型 乗用 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 155/70 R13 4,700 円

小型 乗用 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 195/65 R15 5,800 円

小型 乗用 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 195/65 R15 8,300 円

小型 乗用 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 195R14 ８PR 7,600 円

小型 貨物 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 155/80R13 4,300 円

小型 貨物 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 155Ｒ13 8ＰＲ 5,800 円

小型 貨物 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 145R12 6P 3,200 円

小型 貨物 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 145R13 6PR 5,000 円

小型 貨物 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 165R13 6P 5,500 円

小型 貨物 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 155R13 6PR 5,500 円

小型 貨物 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 165Ｒ14 6PR 6,300 円



 １９

種別 用途 種類 サイズ 
23 年度予算

要求額単価 

小型 貨物 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 195R15 LT 8PR 9,500 円

小型 貨物 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 205/80Ｒ15 109/107 L 12,000 円

小型 貨物 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 205/65 R16 16,300 円

小型 貨物 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 145Ｒ13 6PR 7,400 円

小型 貨物 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 155Ｒ13 6ＰＲ 7,900 円

小型 貨物 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 155R13 8PR 8,400 円

小型 貨物 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 165R13 6P 8,900 円

小型 貨物 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 165R14 6PR 9,700 円

小型 貨物 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 165Ｒ14 6ＰＲ ＬＴ 9,700 円

小型 貨物 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 155/70 Ｒ12 3,900 円

軽自 乗用 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 155/65 R14 4,700 円

軽自 乗用 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 145/70 R12 2,800 円

軽自 乗用 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 145/80 R12 3,800 円

軽自 乗用 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 155/65 R13 4,100 円

軽自 乗用 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 135/80 R13 4,400 円

軽自 乗用 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 155/70 R13 5,800 円

軽自 乗用 ｵｰﾙｼｰｽﾞﾝ 145R12LT6PR 3,700 円

軽自 貨物 夏用(ﾉｰﾏﾙ) 145R12 6PR  3,000 円

軽自 貨物 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 145R12 6PR 4,700 円

軽自 貨物 冬用(ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ) 145/80 Ｒ12  5,000 円

※ 消費税相当額は別途加算 

※ 金額はタイヤ１本当たりの単価 

※ 田万川・須佐地域のタイヤ購入費については、この単価表によらず、適宜、見

積もること。 
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